
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体情報を検出する生体情報検出手段と、
　前記生体情報検出手段により検出された生体情報を表示する生体情報表示手段と、
　前記生体情報を無線通信によって送信する生体情報送信手段と、を備えた患者を乗せて
搬送する患者搬送具であって、
　前記生体情報検出手段は、
　患者を乗せる荷台部に配置され、流体が封入された流体封入体と、
　当該流体封入体と導圧管を通じて接続された圧力センサと、を有し、
　前記患者搬送具に患者が乗せられたことを検出し、生体情報の検出処理を開始するとと
もに、
　前記導圧管は、 着脱可能
であり、前記流体封入体に対して、流体封入量を調整する調整手段を有する患者搬送具。
【請求項２】
　前記患者搬送具は、担架であって、当該担架は、 担ぎ棒の筐体中に収容されている
前記生体情報表示手段と、当該生体情報表示手段に対して電力を供給する充電池と、を有
することを特徴とする請求項１記載の患者搬送具。
【請求項３】
　前記患者搬送具は、ストレッチャーであって、当該ストレッチャーは、その引き手部分
に配置された前記生体情報表示手段と、当該生体情報表示手段に対して電力を供給する充
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電池と、を有することを特徴とする請求項１記載の患者搬送具。
【請求項４】
　患者を乗せる荷台部と、当該荷台部と分離可能な担ぎ棒とを備えた担架であって、
　前記荷台部は、
　流体が封入された流体封入体を有し、
　前記担ぎ棒は、
　前記流体封入体と導圧管を介して接続された圧力センサと、
　前記圧力センサによって検出された生体情報を表示する生体情報表示手段と、を有し、
　前記導圧管は、 着脱
可能である患者搬送用の担架。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、患者搬送具及び に関するものであり、特に、緊急時や災害
時に使用される担架やストレッチャー等に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、緊急時及び災害時の救急システムにおける応急処置は、救急救命士等が、患者の意
識、呼吸、心拍の確認を行い、１１９番通報し、その聞に気道確保や人工呼吸等を行い応
急処置を行っていた。初期の応急処置により、救命率を向上させることができる。一方、
救急隊員が現場にかけつけると、救急救命士等は、確認した情報を伝えたり、現在の状況
を客観的に伝え、患者を担架やストレッチャーの上に乗せて救急車まで搬送している。
【０００３】
他方、従来より、人体の健康状態を測定する技術がある。例えば、特開平１０－２２９９
７３号公報（従来技術１）には、圧電センサをマットに内蔵して人体の振動を検知し脈拍
、血圧等を計測する生体モニタ装置が開示されている。また、実開昭５８－１８８００８
号公報（従来技術２）には、被検者の下に敷かれたエアマット内の圧力変化を電気信号と
して検出し、被検者の呼吸を計測する呼吸モニターが開示されている。しかしながら、こ
れらの従来技術１、２は、救急システムにおいて用いられる点は開示されていない。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
従来の救急システムにおいては、患者を救急車に乗せるまでの間、意識や呼吸、心拍の確
認を迅速且つ正確に行なうことは困難である。救急車内では、心電図や酸素マスク、止血
用の器具等の応急処置ができる器具が揃っているが、救急隊員が現場に到着するまでの時
間は、患者や負傷者の状態を客観的に把握するのは難しい。
【０００５】
　本発明は、このような問題点を解決するためになされたものであり、患者を搬送する場
合にも生体情報を計測できる患者搬送具及び を提供することを目的とす
る。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る患者搬送具は、患者を乗せて搬送する患者搬送具であって、生体情報を検
出する生体情報検出手段（例えば、本実施の形態におけるエアマット１及び圧力センサ５
５）と、前記生体情報検出手段により検出された生体情報を表示する生体情報表示手段（
例えば、本実施の形態における操作・表示器２８）と、

備え、

【０００７】
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患者搬送用の担架

前記生体情報を無線通信によって
送信する生体情報送信手段とを 前記生体情報検出手段は、患者を乗せる荷台部に配
置され、流体が封入された流体封入体と、当該流体封入体と導圧管を通じて接続された圧
力センサとを有し、前記患者搬送具に患者が乗せられたことを検出し、生体情報の検出処
理を開始するとともに、前記導圧管は、その途中部において着脱可能であり、前記流体封
入体に対して、流体の封入量を調整する調整手段を有するものである。



　

【０００８】

【０００９】

【００１０】

【００１１】
　

【００１６】
【発明の実施の形態】
最初に、本発明を想到するに至った過程について説明する。救急システムにおいて、怪我
や病気が発生したときに、まずは早急にその病状を知ることが肝心である。そのため、駅
舎、学校、船等の公共場所で、救急車が現場に到着するまでの間に、誰でも容易に患者の
状態を計測可能な生体モニター装置があると良い。例えば、公共場所に設置される救急用
担架にモニター装置を搭載すれば良い。しかし、担架は人力で担いで使用するものである
ため、モニター装置はきわめて小型軽量であることが要求される。また、非使用時には、
丸められたり折りたたまれたりして収容箱に保管されるので、そのような取り扱いに耐え
ることが要求される。さらに、担架の荷台部分は使用によって汚れるので、担ぎ棒から取
り外して丸洗いできることが望ましい。
【００１７】
例えば、従来技術 1に記載の技術を担架に適用しようとした場合、荷台に圧電センサを配
置すると共に電気信号線を配置する必要がある。しかし、荷台が布製であるために患者を
乗せたとき、あるいは丸めて収容箱に収容するときに、圧電センサや電気信号線に大きな
力が加わりやすく、圧電センサの破壊や電気信号線の断線を招いてしまうという問題があ
る。
【００１８】
また、従来技術２に記載の技術を担架に適用しようとした場合、計測器の筐体を担架と共
に持ち歩く必要があり、救急作業の邪魔になるので、実用的ではない。
【００１９】
本発明の実施の形態に開示した担架は、その一部に生体情報計測用のエアマットが装着さ
れている。そして、担架の担ぎ棒に生体情報表示装置を設けている。さらに、エアマット
が装着されている荷台と、生体情報表示装置が設けられた担ぎ棒は着脱可能である。さら
に、エアマットと生体情報表示装置とは、導圧管により接続されている。その導圧管が途
中部において着脱可能な構造を有している。
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このような構成により、患者を搬送する場合にも生体情報を計測でき、また、流体封入
体と導圧管とを分離することができることにより、汚れ易い荷台を別に取り扱うことがで
き、また、救急の場合に、生体情報の検出処理を開始するためのスイッチ操作を行う手間
を省くことができ、さらにまた、患者の生体情報を遠隔において認識することができる。

　また、前記患者搬送具は、担架であって、当該担架は、その担ぎ棒の筐体中に収容され
ている前記生体情報表示手段と、当該生体情報表示手段に対して電力を供給する充電池と
、を有するようにしてもよい。このような構成により、患者を搬送する場合にも生体情報
を計測でき、また、充電池を常に充電状態に保つことができる。

　また、前記患者搬送具は、ストレッチャーであって、当該ストレッチャーは、その引き
手部分に配置された前記生体情報表示手段と、当該生体情報表示手段に対して電力を供給
する充電池と、を有するようにしてもよい。このような構成により、患者を搬送する場合
にも生体情報を計測でき、また、充電池を常に充電状態に保つことができる。

　また、前記患者搬送具は、担架であって、当該担架は、患者を乗せる荷台部と、当該荷
台部と分離可能な担ぎ棒とを備え、前記荷台部は、流体が封入された流体封入体を有し、
前記担ぎ棒は、前記流体封入体と導圧管を介して接続された圧力センサと、前記圧力セン
サによって検出された生体情報を表示する生体情報表示手段とを有し、前記導圧管は、そ
の途中部において着脱可能とするものである。

このような構成により、患者を搬送する場合にも生体情報を計測でき、また、流体封入
体と導圧管とを分離することができることにより、汚れ易い荷台部を、担ぎ棒から取り外
して丸洗いすることができる。



【００２０】
このような構成により、本発明の実施の形態に開示した好適な患者搬送具は、使用時には
軽量で救急作業の妨げにならず、非使用時には折りたたんで収納することが可能な担架を
提供することができる。
【００２１】
図１は、本発明にかかる患者搬送具の全体イメージ図である。図１において、（ａ）は、
担架タイプの患者搬送具であり、（ｂ）は、ストレッチャータイプの患者搬送具である。
【００２２】
患者を載置する荷台の一部には、エアマット１が装着されている。このエアマット１は、
圧力の変動により、生体情報を得るものであり、流体封入体の一例として開示されている
。この流体封入体は、袋に水又は空気等の流体が封入されている。流体封入体は、パッド
状であっても、複数個のブロックに分離されたシート状のものであってもよい。
【００２３】
本発明にかかる患者搬送具には、生体情報表示装置２が設けられている。この生体情報表
示装置２は、担架の担ぎ棒やストレッチャーの引き手に設けられた筐体中に収納されてい
る。この生体情報表示装置２は、導圧管を介してエアマット１からの圧力変動を検出し、
その生体情報を表示する機能等を有する。エアマット１に患者が載置され、患者の重量に
より圧力が加えられることにより、圧力変動の計測を開始するようにしてもよい。
【００２４】
図２にこの生体情報表示装置２の構成を示す。図に示されるように、生体情報表示装置２
は、制御部２１、表示部２２、操作部２３、メモリ２４、信号処理部２５及び検出部２６
を備えている。
【００２５】
制御部２１は、マイクロコンピュータ等により構成されており、所定の制御プログラムに
より所定の処理を実行する。
【００２６】
表示部２２は、心拍数、呼吸数等の生体情報を表示する。この表示部２２は、液晶パネル
、プラズマディスプレイパネル等により構成されており、担架の担ぎ棒やストレッチャー
の引き手の筐体より外側に露出し、外部よりその表示内容が視認できるよう構成されてい
る。また、表示部２２は、当該担ぎ手、引き手の筐体の一部又は全部が、透明又は半透明
であれば、筐体の外側に露出していなくともよい。
【００２７】
操作部２３は、ボタン、スイッチ、キーパッド等により構成され、生体情報表示装置２を
操作するための指示を入力するものである。例えば、操作部２３を操作することによって
、表示部２２における表示の形態を変更したり、電源のオンオフを切り替えたりすること
ができる。表示部２２と操作部２３は、一体的に図３に示されるような操作・表示器２８
として構成してもよい。
【００２８】
メモリ２４は、検出部２６において検出された患者の生体情報であって、信号処理された
生体情報や測定時刻情報等の情報を記憶する。
【００２９】
信号処理部２５は、検出部２６において検出された患者の生体情報に対して信号処理を行
なう機能を有する。具体的には、信号処理部２５は、分離する信号の周波数帯域に対応し
たバンドパスフィルタと増幅器により信号処理する。このバンドパスフィルタは、心拍、
呼吸、いびき発声等の抽出すべき信号の周波数帯域に合致した周波数の信号のみ通過させ
る。
【００３０】
検出部２６は、患者の生体情報を検出する。具体的には、エアマット１の圧力変動を導圧
管を通じて検出する圧力センサがこの検出部２６に相当する。この検出部２６の一例であ
る圧力センサは、マイク付きにして音声を感知し、いびきのありなしを検出するようにし

10

20

30

40

50

(4) JP 3969974 B2 2007.9.5



てもよい。
【００３１】
図３は、操作・表示器２８の外観図である。この例では、表示部２２に、心拍数と呼吸数
が表示されている。また、操作部２３には、計測ボタン、リセットボタン、電源ボタンが
設けられている。計測ボタンを押下すると、計測を開始し、リセットボタンを押下すると
リセット処理を開始し、電源ボタンを押下すると、電源のオン・オフが切り替えられる。
【００３２】
ここで、図４及び図５を用いて、信号処理部２５における信号の分離処理について詳述す
る。例えば、呼吸の場合、個人によって異なるが、呼吸周期を決めておき、その周波数帯
の信号のみを取り出し呼吸信号とする。呼吸に関する通過域は、０．０５～１ Hzである。
心拍の場合、約 1秒間隔のスパイク状信号であり、通過域は、２～１０ Hz程度である。心
拍数及び呼吸数を示すグラフを図４に示す。
【００３３】
音声／いびきは、高い周波数の領域であり、３０～２００ Hzである。これらの周波数領域
の幅は、データ管理端末で設定・変更可能であり、個体差により誤差が生じないようにす
る。音声／いびきの有無及び体動の有無を示すグラフを図５に示す。
【００３４】
体動は、大きな圧力変動となって現れる。絶対値が大きいため、広域な周波数帯において
圧力変動が生じる。従って、呼吸／心拍／音声等の組み合わせに基づき、体動を総合的に
判断する。体動は、主に信号の振幅より判断する。
【００３５】
生存しているかどうかは、例えば、呼吸、心拍の信号が存在するかというファクタに基づ
き判断する。主に信号のパワーに基づき判断する。場合によっては、エアマット１内の絶
対（ゲージ）圧力に基づき判断する。
【００３６】
続いて、患者搬送具の詳細な構成について、図を用いて説明する。図６は、患者を載置し
た状態において、情報から患者搬送具を見た図である。この例では、患者搬送具は担架で
ある。図７は、図６のＡ－Ａ断面を示す図である。図８は、図６のＢ－Ｂ断面の拡大図で
ある。
【００３７】
図６に示されるように、担架は、基本的に荷台３、担ぎ棒４により構成されている。荷台
３は、一枚の帆布の一端と他端とを縫合してエンドレスベルト形状に形成したものである
。図７に示されるように、このエンドレスベルトの輪の中に２本の担ぎ棒４、エアマット
１及び導圧管１１を配置し、上布３１と下布３２とを縫合してこれらの構成を挟み込み固
定してある。担ぎ棒４の近傍を長手方向に沿って縫合し、担ぎ棒４を長手方向に引っ張っ
たときに荷台から分離可能としている。エアマット１は、可撓性を有する２枚の合成樹脂
製のシートの周囲を熱溶著して気密に形成したものである。
【００３８】
導圧管１１は、可撓性を有する合成樹脂製のチューブからなる。導圧管１１の一端がエア
マット１内部に連通するように固定され、荷台３の上布３１と下布３２との間を通して外
部に導出されている。導圧管１１の他端に着脱式継ぎ手の一方が設けられており、担ぎ棒
４に固定された着脱式継ぎ手の他方に対して着脱自在となっている。
【００３９】
図８に示されるように、担ぎ棒４は、中空の金属管で形成されており、その内部には回路
基板５６、操作・表示器２８、三叉導圧管５２、空気ポンプ５３および電動モータ５４が
固定されている。担ぎ棒４の一端にねじ蓋が形成されており、これを外すと担ぎ棒４内部
の電池ボックスに収納された乾電池５７を交換できる。回路基板５６には、マイクロコン
ピュータ等が載置されている。操作・表示器２８は、窓２７を通じて外側に露出している
。
【００４０】
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一般に市販されている乾電池のうち、最も形状の大きい単一電池でも外径約３５ mm、長さ
約６０ mmであり、乾電池の長手方向を担ぎ棒４の長手方向に一致させて直列に配置すれば
、担ぎ棒４の外径を人手で握るのに適した太さに形成できる。
【００４１】
空気ポンプ５３は、例えば特表２０００－５１７２３２号公報の図３及びその説明に開示
されているものと同様の非可逆低圧ダイアフラムポンプである。ダイアフラムを往復運動
させることにより空気を送出する。この方式のポンプは小型化に適しており、本実施の形
態のように直径４０ mm程度の担ぎ棒４の内部にも収容可能である。逆止弁を内蔵している
ので空気がポンプヘ逆流して気圧低下を招くことは無い。ポンプに外気を供給するために
担ぎ棒４に空気孔が形成されている。
【００４２】
尚、この特表２０００－５１７２３２号公報の図３及びその説明に開示されている構造の
空気ポンプでなくとも、本願明細書の図９に示す構造の空気ポンプであってもよい。図９
に示す空気ポンプは、円筒カム６２を用いてモータ６１の回転を直線運動に変換し、ダイ
ヤフラムユニット６３を動作させている。これらのモータ６１、円筒カム６２及びダイヤ
フラムユニット６３は、担ぎ棒４の内径に収まる大きさのものを選択している。尚、円筒
カム６２の具体的な構成例は、「新編機械の素」機械の素復刊委員会編（発行所　理工学
社）１９６９年７月１０日第４版に開示されている。
【００４３】
その他、回転モータを用いずに、往復動型のソレノイドを用いて、空気ポンプを構成する
ようにしてもよい。
【００４４】
エアマット１の内圧は、無負荷状態で大気圧よりも若干高い程度（すなわちエアマットが
膨らむ程度）でよい。エアマット１の内容積もきわめてわずか（膨らんだ状態で厚さ１０
mm程度）でよい。空気ポンプ５３は、電力消費量が比較的に多いが、エアマット１の内容
積が少なく稼動時間が短いので、電源として乾電池を用いても十分対応可能である。即ち
、すぐに電池がなくなってしまうということはない。
【００４５】
また、担ぎ棒４の内部に合成樹脂性の三叉導圧管５２が設けられて、着脱式継ぎ手５１と
圧力センサ５５と空気ポンプ５３とを接続している。
【００４６】
エアマット１、導圧管１１、着脱式継ぎ手５１、三叉導圧管５２、圧力センサ５５および
空気ポンプ５３が互いに連通すると共に気密に閉じた空間を形成しており、エアマット１
に外力を加えたとき、内部の気圧変化が導圧管１１、着脱式継ぎ手５１および三叉導圧管
５２を介して圧力センサ５５に伝わる。
【００４７】
回路基板５６に載置された圧力センサ５５は、市販のエレクトレット・コンデンサ・マイ
クロフォンを利用したものを用いることができる。静電容量式のマイクロフォンは、ダイ
アフラムのバックチャンバーの容積と空気抜き孔の大きさを適宜調節することで、最適な
周波数感度特性を得ることが容易である。
【００４８】
圧力センサ５５については、例えば特許公報第２７６３８９６号に従来技術として記載さ
れている図３の構成を採用できる。また、過大負荷が加えられたときでも、電極によって
ダイアフラムが支持されダイアフラムの変位が所定量以上に増加しないので、ダイアフラ
ムの破壊に至らない。即ち、患者を荷台３に乗せたときに突発的に発生する圧力によって
も破壊されない。
【００４９】
次に、図１０を用いて、本発明の実施の形態にかかる患者搬送具の使用方法を担架を例に
挙げ説明する。まず、患者を担架に乗せる（Ｓ１００１）。そして、操作・表示器２８の
電源スイッチを入れる（Ｓ１００２）。
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【００５０】
電源スイッチを入れることに応じて、自動的に電動モータ５４が回転し空気ポンプ５３か
らエアマット１ヘ空気が送られ、圧力センサ５５により検出された内圧が適正値になった
とき電動モータ５４が停止する（Ｓ１００３）。
【００５１】
計測結果が操作・表示器２８に表示される（Ｓ１００４）。そして、患者を降ろした後、
着脱継ぎ手５１を外すと導圧管１１を通してエアマット１内の空気が抜け、荷台３は折り
たたみやすくなる（Ｓ１００５）。
【００５２】
図１０に示すフローのうち、ステップＳ１００３及びステップＳ１００４は、回路基板５
６上に設けられたマイクロコンピュータからなる制御部２１のプログラムにより実施され
る。その処理フローを図１１に示す。
【００５３】
図１１において、まず、制御部２１は、電源がオン状態にあるか否かを判定する（Ｓ１１
０１）。判定の結果、電源がオン状態である場合には、電動モータ５４が回転し空気ポン
プ５３からエアマット１ヘ空気が送られる（Ｓ１１０２）。続いて、制御部１１は、圧力
センサ５５により検出された内圧が所定値以上かどうかを判定する（Ｓ１１０３）。判定
の結果、所定値以上である場合には、電動モータ５４を停止し、これに伴い、空気ポンプ
５３も停止する。
【００５４】
そして、圧力センサ５５によるエアマット１の圧力変動を検出することによって、生体情
報の測定を開始する（Ｓ１１０４）。そして、その計測結果を操作・表示部２８に表示す
る（Ｓ１１０５）。
【００５５】
ここで、図１２及び図１３に、着脱式継ぎ手の着脱時の様子を示す。図１２に示す着脱式
継ぎ手５１においては、エアマット１側の着脱式継ぎ手５１がクリック式の栓オス構造を
有し、担ぎ棒４側の着脱式継ぎ手がクリック式の栓メス構造を有する。着脱は、エアー取
り組み口を介して行い、双方に設けられた栓を嵌合させることにより行なわれる。この着
脱構造は、一般的なガス栓と同様な構造を有する。
【００５６】
図１３に着脱構造の別の例を示す。この例では、エアマット１に２本の導圧管１２、１３
が接続され、各々に着脱式継ぎ手５８、５９を有している。そして、各々の着脱式継ぎ手
５８、５９は導圧管を介して空気ポンプ５３及び圧力センサ５５と接続されている。
【００５７】
図１４は、生体情報表示装置２に代えて、検出した生体情報を信号処理し、その信号を無
線通信より他の場所に設置された生体情報表示装置等に送信する生体情報送信装置２ａを
設置した場合の構成図である。この生体情報送信装置２ａは、検出部２０１、バンドパス
フィルタ２０２、２０３、２０４、増幅器２０５、２０６、２０７、無線通信処理部２０
８、アンテナ２０９を備えている。
【００５８】
検出部２０１は、エアマット１の圧力変動を検出するものであり、例えば、圧力センサで
ある。バンドパスフィルタ２０２、２０３、２０４は、検出部２０１から出力された信号
が入力される。この信号は、圧力変動に応じた信号である。このバンドパスフィルタ２０
２、２０３、２０４は、各々心拍、呼吸、いびきに対応した周波数帯域を通過させるもの
である。この例では、３つのバンドパスフィルタを示したが、これに限らず、２つ以上の
任意の数のバンドパスフィルタを用いるようにしてもよい。尚、この例では、バンドパス
フィルタとしてアナログフィルタが用いられているが、これに限らず、検出信号をＡ／Ｄ
変換した後にデジタルフィルタにより信号を分離するようにしてもよい。増幅器２０５、
２０６、２０７は、各々のバンドパスフィルタ２０２、２０３、２０４に接続され、各々
のフィルタを通過した信号を増幅する。無線通信処理部２０８は、増幅器２０５、２０６
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、２０７により増幅された各信号を入力し、無線により出力するための変調処理等を実行
している。アンテナ２０９は、無線通信処理部２０８からの出力信号を電波信号に変換し
、送信する機能を有する。
【００５９】
この生体情報送信装置２ａより送信された信号は、生体情報表示装置に送信され、当該生
体情報表示装置において、生体情報を表示し、管理する。例えば、この生体情報表示装置
は、救急車、救急センター、病院等に設置される。
【００６０】
尚、エアマット１は、内庄調整ができる構成を有しており、患者を荷台３に乗せる前に初
期値を設定する内圧調整機能（調節用ポンプ）を有している。
【００６１】
また、電源は、充電池にしても良い。さらに、担ぎ棒４の表面に充電用端子を露出させて
おき、収容箱に格納された状態で収納箱側の電源端子と担ぎ棒の充電端子とが接触するよ
うに構成すれば、担ぎ棒の充電池を常に充電状態に保つことが可能である。エアマット１
に空気を送るための電動ポンプの代わりに、手動ポンプやスプレー缶方式の空気充填器を
使用してもよい。
【００６２】
さらに、計測結果を表示するだけでなく、無線で所定の場所に送信しても良い。近年、「
ケータイ・チップ」と呼ばれる、携帯電話の通信機能を７ mm角程度の基板上に集約した集
積回路が開発されており、担ぎ棒４の内部の回路基板に搭載可能である。救急病院や救急
車の電話番号を予めメモリに登録しておけば、計測結果が電話回線を通じて送信される。
【００６３】
以上のように、救急時の搬送用の担架等に生体情報を計測し表示する表示装置を備えたこ
とにより、救急車両に搬送しなければ生体情報が把握できないということはなくなり、客
観的に現在の状況を判断することができる。このように緊急事態において、救急車両に到
着するまでの間に生体情報が把握でき、応急処置を行うことができるため、従来ならば救
急車両まで行えなかった応急処置を即座に行うことができる。これにより、患者の人命救
助はもとより、救急隊員の負担軽滅にもなる。
【００６４】
また、担架等にエアマットを装着することにより、取り外しが容易に行え、これにより洗
うなどのメンテナンスが容易となり、収納についてもコンパクトに行える。という効果が
ある。
【００６５】
　本発明により、患者を搬送する場合にも生体情報を計測できる患者搬送具及び

を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明にかかる患者搬送具のイメージ図である。
【図２】本発明にかかる生体情報表示装置の構成図である。
【図３】本発明にかかる生体情報表示装置の表示操作器を示す図である。
【図４】本発明にかかる生体情報表示装置における信号処理を説明するための図である。
【図５】本発明にかかる生体情報表示装置における信号処理を説明するための図である。
【図６】本発明にかかる患者搬送具の詳細構成を示す図である。
【図７】本発明にかかる患者搬送具の詳細構成を示す図である。
【図８】本発明にかかる患者搬送具の詳細構成を示す図である。
【図９】本発明にかかる患者搬送具の詳細構成を示す図である。
【図１０】本発明にかかる患者搬送具の使用方法を示すフローチャートである。
【図１１】本発明における生体情報表示装置の処理の流れを示すフローチャートである。
【図１２】本発明にかかる患者搬送具における着脱構造を示す図である。
【図１３】本発明にかかる患者搬送具における着脱構造を示す図である。
【図１４】本発明における生体情報表示装置の構成を示す図である。
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【符号の説明】
１　エアマット　２　生体情報表示装置　３　荷台
４　担ぎ棒

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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